
山口県・市町社会福祉協議会 

 

＜団体概要＞ 

 ・沿革 

  県社協  昭和２６年３月２２日設立（法人認可：昭和２９年８月２１日） 

  市町社協 昭和２６年３月２８日以降、順次設立（法人認可：昭和２７年５月３

１日以降、順次法人化） 

・経営理念 

 「住みたい地域で 誰もが 安心して 心豊かに 暮らし続けることができる 

 まちづくり」（第７次福祉の輪づくり運動県域推進活動計画 基本理念） 

 ・活動目的 

  県社協 

都道府県の区域内において次の事業を行うことにより地域福祉の推進を図る 

ことを目的とする。（社会福祉法第１１０条） 

１ 広域で行うことが適切な事業 

  ２ 福祉人材の養成及び研修 

  ３ 社会福祉事業経営者の指導及び助言 

  ４ 市町社協の相互の連絡及び事業の調整 

  市町社協 

   市町村内の区域内において次の事業を行うことにより地域福祉の推進を図る 

  ことを目的とする。（社会福祉法第１０９条） 

  １ 社会福祉を目的とする事業の企画及び実施 

  ２ 社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助 

  ３ 社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成 

  ４ 社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業 

 

＜重点事業・重点目標＞ 

 次の項目を重点事業・重点目標とします。 

（項目） 

１ 地域共生社会の実現に向けた相談支援・地域づくり 

(1) 社会福祉協議会の組織体制の強化 

(2) 地域生活課題の変化等に対応する各種福祉サービス提供体制の確保 

(3) 生活困窮者自立支援体制等の相談支援体制の拡充・強化 

(4) 高齢者や障がい者等が活躍する地域づくりの推進 

(5) 学校教育における福祉分野への理解促進 

２ 災害福祉支援の体制強化 

(1) 災害福祉支援センターの基盤強化 

(2) 災害ボランティアセンターの円滑な運営 

(3) ＤＷＡＴ（災害派遣福祉チーム）の拡充に向けた基盤整備 

３ 地域における権利擁護体制の充実 

(1) 日常生活自立支援事業の体制強化 



(2) 成年後見制度の適切な利用のための中核機関の体制整備 

(3) 福祉の支援を必要とする被疑者・被告人及び矯正施設退所者等への支援

体制整備 

４ 福祉人材の確保、定着 

(1) 人材確保に向けた更なる事業の充実 

(2) 職員の専門性向上 

 

 （内容） 

１ 地域共生社会の実現に向けた相談支援・地域づくり 

(1) 社会福祉協議会の組織体制の強化 

① 社協力向上プロジェクト事業（社協評価事業）に取り組み、組織の現状や

課題等を明らかにすることで、社協力（組織力、財政力、事業実施力）の向

上を図ります。 

② 市町社協は、「地域福祉活動計画」を策定し、市町行政が策定する「地域福

祉計画」との連携を図ります。また、地域の実情に即した小地域福祉活動が

展開できるよう、「小地域福祉活動計画」の策定を支援し、地区社協組織の基

盤強化を進めます。 

③ 構成組織会員、賛助会員の増強に取り組むとともに、寄附を求める意図を

明確にし、財政基盤の強化を図ります。 

④ 社協の適正な経理業務を行うため、「出納業務に関する１０のチェックポイ

ント」や「預かり金品等の管理における６つのポイント」、「受託団体との事

務委託契約書」等を活用し、内部牽制機能の確実な実行に取り組みます。 

⑤ 地域住民や地域社会に対して、社協が果たす使命や役割について広く、わ

かりやすく発信するとともに、ＳＮＳ（ソーシャルネットワーキングサービ

ス）やホームページを活用した最新情報の発信に努めます。 

⑥ 業務でのＩＣＴの活用を促進し、効率的・効果的な事業運営に取り組みま

す。 

⑦ 共同募金の運動性を意識し、地域生活課題や社会課題の解決を図るため、

社協活動と共同募金運動を一体的に展開します。 

 

(2) 地域生活課題の変化等に対応する各種相談・福祉サービス提供体制の確保 

① 地域福祉を推進する中核的な組織として、地域の実態把握、分析に努め、

制度の狭間のニーズに対応し、地域生活課題の解決に向け、新たなサービス

や仕組みの開発・実践に率先して取り組むとともに、行政と連携を図り先駆

的な事業の提案等、地域生活課題の解決に向けて積極的な政策提言を行いま

す。 

② 市町単位での社会福祉法人・福祉施設と協議の場を持ち、地域生活課題の

解決に向けて連携・協働に取り組むなど、地域における公益的な取組の促進

を図ります。 

③ 分野横断的な相談対応が行われるよう、包括的な支援体制の構築を図りま

す。また、包括的な支援体制の構築に向けて、行政と連携し、重層的支援体

制整備事業の活用を図ります。 



④ 地区社協や自治会単位で、地域における保健、医療、福祉関係機関等が連

携し、小地域見守りネットワーク活動の充実やふれあい・いきいきサロン等

の地域住民の居場所づくり、住民参加による生活支援サービス、助け合いの

仕組みづくりを推進します。 

 

(3) 生活困窮者自立支援体制等の相談支援体制の拡充・強化 

① 社協の持つ相談・支援体制を活かして、様々な組織・団体と連携し、生活

困窮者支援や権利擁護支援の充実を図ります。 

 

(4) 高齢者や障がい者等が活躍する地域づくりの推進 

① 高齢者や壮年層が、豊かな知識や経験、技能を活かしながら積極的に地域

福祉活動に参加するよう、働きかけます。 

② 障がい者の「想い(就労、暮らし、自立）」を実現するため、障害福祉サー

ビスや事業に取り組みます。また、「あいサポート運動」や「心のバリアフリ

ー」の深化を推進するとともに、「合理的配慮」に関する周知活動とその実現

に向けた積極的対応を推進します。 

 

(5) 学校教育における福祉分野への理解促進 

① ボランティア活動・福祉教育を推進し、住民の地域への関心や福祉を我が

事とする意識を高め、他者ともに生きる力を育む取組を推進します。 

 

２ 災害福祉支援の体制強化 

(1) 災害福祉支援センターの基盤強化 

① 災害ボランティアセンターや地域支え合いセンター及びＤＷＡＴ活動等の

災害福祉支援活動を総合的に展開していくため、「山口県災害福祉支援センタ

ー」の体制整備を進めます。 

 

(2) 災害ボランティアセンターの円滑な運営 

① 災害発生時に地域住民や関係機関・団体と連携・協働した災害ボランティ

ア活動が行えるよう、運営者養成研修等を行うとともに、災害ボランティア

センター運営等に係る自治体や関係団体との協定締結を図り、平時から災害

ボランティアセンターの運営体制の構築を進めます。 

② 災害支援アプリ、ＳＮＳ、ウェブ会議ツール等のＩＣＴの活用により災害

ボランティアセンター運営における調整業務の省力化、情報共有における同

期性の向上等の効率化を図ります。 

 

(3) ＤＷＡＴの拡充に向けた基盤整備 

① 高齢、障害、保育等の各種別団体等で構成している「山口県災害福祉支援

ネットワーク協議会」（県と県社協の共同事務局で設置）を中心に、山口県に

おけるＤＷＡＴの充実強化を図ります。 

 

３ 地域における権利擁護体制の充実 



(1) 日常生活自立支援事業の体制強化 

① 社協の持つ相談・支援体制を活かして、様々な組織・団体と連携し、生活

困窮者支援や権利擁護支援の充実を図ります（再掲）。 

 

(2) 成年後見制度の適切な利用のための中核機関の体制整備 

① 成年後見制度の適切な利用促進を図るため、制度に関する啓発を行います。

また、地域の受け皿づくりに寄与するため、社協として法人後見人の受任を

行うとともに、中核機関の体制整備等、制度の適切な利用環境を進めていく

ために関係機関や団体との連携強化を図ります。 

 

(3) 福祉の支援を必要とする被疑者・被告人及び矯正施設退所者等への支援① 

福祉の支援を必要とする被疑者・被告人及び矯正施設退所者に対して 

 必要な支援を当たることができるよう行政機関や関係団体の本事業への理解

や連携・協働、地域社会への啓発など様々な活動を行います。 

 

４ 福祉人材の確保、定着 

(1) 人材確保に向けた事業の充実 

① 行政や関係団体と連携しながら福祉分野の職業の魅力を地域社会全体に発

信し、イメージアップの強化と理解促進を図ります。また、研修でのスキル

アップをはじめ、職員が専門性を活かして働き続けられる職場環境の構築に

努め、福祉人材の定着を図ります。 

 

(2) 職員の専門性向上 

① 福祉サービスの質の向上及び社会福祉事業経営の透明性を確保するととも

に、利用者の適切な福祉サービス選択に資する情報提供を行うため、福祉サ

ービス第三者評価事業の受審拡大及び評価機関の体制充実に努めます。 

 

 

＜要望事項＞ 

１ 取りまとめの経緯 

上記重点事業・重点目標を推進・達成するため、市町社協会長会総会において

以下のとおり要望事項を取りまとめました。 

 

 ２ 要望事項 

（1）市町社会福祉協議会の活動に対する支援について 

ア 地域共生社会の実現に向けた相談支援・地域づくり 

(ｱ) 社会福祉協議会の組織体制の強化 

① 地方交付税措置となっている福祉活動専門員の算定基礎単価の確保や、

委託事業等における人件費相当分の確保に対して、支援・協力を要望しま

す。 

②住民のニーズに応じた総合的な支援活動の企画及び実施を行うコミュニテ

ィソーシャルワーカーや、ボランティア活動・福祉教育の推進を中心的に



担うボランティアコーディネーターの配置及び人件費確保に対して、支援・

協力を要望します。 

③ 包括的な支援体制の構築に当たっては、行政の庁内連携を進めるととも

に、行政、市町社協、関係機関が連携・協働して、地域生活課題の解決に向

けて切れ目のない伴走支援が実施できるよう、支援・協力を要望します。 

④ 重層的支援体制整備事業については、市町によって取組状況が異なるた

め、県における後方支援事業の拡充について、支援・協力を要望します。 

 

(ｲ) 地域生活課題の変化等に対応する各種相談・福祉サービス提供体制の確保 

① 住民同士の支え合いの仕組みづくりやボランティア等の生活支援の担い

手養成・ 発掘等は、これまで社協が手がけてきたコミュニティワーク実

践そのものであるため、市町社協に専任の生活支援コーディネーターが配

置されるよう、人材確保に対して支援、協力を要望します。 

② 地区社協等を拠点に地域のニーズ発見や住民と活動者、社協等をつなぎ、

住民活動を促進する役割を担う地域福祉コーディネーターの配置について、

支援・協力を要望します。 

③ 地域住民（特に高齢者等）の移動及び買物等に対して、地域のニーズに合

った交通サービスが提供できるよう支援・協力を要望します。 

④ 医療、社会福祉法人・福祉施設、福祉の専門職や警察、消防、民間事業者

等との連携による見守りネットワークの充実や住民と専門職で共に支える

地域見守り活動連携体制づくりについて、支援・協力を要望します。 

⑤ 条件不利地域や困難ケースへの対応のため社協が介護保険事業を実施せ

ざるを得ない場合など、社協が地域において必要とされる介護サービスを

提供することができるよう支援を要望します。 

⑥ 社会福祉法人・福祉施設が、地域の社会資源として専門性を活かし、相互

の連携・協働により地域生活課題の解決に向けた地域公益活動に取り組む

ことができるよう、継続的な支援を要望します。 

また、社会福祉法人・福祉施設の地域公益活動が地域生活課題に応じた多

様な支援活動につながり、市町の包括的な支援体制の一助となっているこ

とを市町行政に積極的に周知することを要望します。 

 

(ｳ) 生活困窮者自立支援体制等の相談支援体制の拡充・強化 

① 改正生活困窮者自立支援法に定められた居住支援の強化、子どもの貧困

への対応、支援関係機関の連携強化等が円滑に実施されるよう、自立相談

支援機関等への支援・協力を要望します。 

 

イ 災害福祉支援の体制強化 

(ｱ) 災害ボランティアセンターの円滑な運営 

① 災害発生時に迅速・円滑な対応ができるよう、平時から災害ボランティ

アセンター運営の役割分担やそれにもとづく委託契約の締結が市町社協と

自治体で進むよう要望します。 

  また、複数の自治体が被災した時に自治体の枠を超えて活動する広域の



災害ボランティアセンターの運営体制の構築を要望します。 

 

ウ 地域における権利擁護体制の充実 

(ｱ) 日常生活自立支援事業の体制強化 

① 日常生活自立支援事業の利用者への迅速かつきめ細やかな対応や支援の

充実を図るため、相談受付や訪問調査、契約締結等を中心的に行う専門員

及び生活支援員の人材確保及び人件費確保に対して、支援・協力を要望し

ます。 

 

(ｲ) 成年後見制度の適切な利用のための中核機関の体制整備 

① 成年後見制度利用促進のため、市町社協が法人で後見人を受任し、地域

における成年後見制度の受け皿となることができるよう、人材確保及び人

件費確保に対して、支援・協力を要望します。 

 

(２) 山口県社会福祉協議会の活動に対する支援について 

ア 地域共生社会の実現に向けた相談支援・地域づくり 

(ｱ) 社会福祉協議会の組織体制の強化 

① 「第７次福祉の輪づくり運動推進県域活動計画」を的確に進めることが

できるよう、十分な予算措置及び県社協の運営費補助（福祉活動指導員設

置事業）の継続について、支援・協力を要望します。また、委託事業等の人

件費相当分の確保について、併せて支援・協力を要望します。 

 

(ｲ) 生活困窮者自立支援体制等の相談支援体制の拡充・強化 

① 新型コロナウイルス感染症に伴う特例貸付を含めた生活福祉資金貸付事

業について、市町行政や生活困窮者自立相談支援機関等との協働による取

組への支援・協力を要望します。 

 

(ｳ) 高齢者が活躍する地域づくりの推進 

① 生涯現役社会の定着に向け、中高年・高齢者の生きがいづくり、健康づく

り、仲間づくり活動等の自主的な社会参加や地域福祉活動への取組につい

て相談支援を行うため、生涯現役推進センターの人員体制強化に、特段の

配慮を要望します。 

② 高齢者の社会参加への気運をより一層高めるため、高齢者のスポーツ文

化活動に対する県民の参加意識の向上や社会参加支援体制の充実強化を図

るため、ねんりんピックへの参加の促進に係る予算確保を要望します。 

 

イ 災害福祉支援の体制強化 

(ｱ) 災害福祉支援センターの基盤強化 

① 災害ボランティアセンターやＤＷＡＴ活動等の災害福祉支援活動を総合

的に展開するとともに、平時からの人材養成やネットワークの強化を図る

ため、常設の災害福祉支援センターの体制充実について、特段の御支援を

要望します。 



② 災害発生時に迅速・円滑な対応ができるよう、平時から災害ボランティ

アセンター運営等の役割分担やそれにもとづく委託契約の締結が市町社協

と自治体で進むよう要望します。 

  また、複数の自治体が被災した時に自治体の枠を超えて活動する広域の

災害ボランティアセンターの運営体制の構築に係る検討を進められるよう

要望します。 

 

(ｲ) 災害ボランティアセンターの円滑な運営 

① 複数の市町が被災する広域での災害発生に対し、各地域の状況に即した

支援を素早く届けるためには、地元と外部支援者の協働による課題解決の

取組や官民連携による広域的な支援体制の構築が必要不可欠であり、災害

時に機能するネットワークの構築や災害ボランティアセンター運営者等の

育成について支援・協力を要望します。 

② 令和２年の内閣府通知により災害ボランティアセンターの運営にかかる

経費の一部（職員の人件費及び旅費等の一部）が災害救助事務費の対象と

なりましたが、この対象経費以外にも、拠点設置や車両等の賃借料や資機

材等の設置費等の多額の経費が必要です。そのため、こうした実態に即し

た災害ボランティアセンターの設置・運営に対する対象経費の拡充につい

て、特段の配慮を要望します。 

 

(ｳ) ＤＷＡＴの拡充に向けた基盤整備 

① ＤＷＡＴの充実強化について人的、財政的な支援・強化を要望します。 

 

ウ 地域における権利擁護体制の充実 

(ｱ) 日常生活自立支援事業の体制強化 

① 日常生活自立支援事業の事業展開に対し、高齢化の進行や障がい者の地

域移行の進展による利用者の増加に対応できるよう国の補助基準に基づく

予算確保を切に要望します。 

 

(ｲ) 成年後見制度の適切な利用のための中核機関の体制整備 

① 法人成年後見支援センターが行う成年後見制度に関する啓発や市町社協

による後見等受任に対する後方支援等受任促進に向けた体制整備に対し、

支援・協力を要望します。 

② 成年後見制度利用促進における社協の取組を進めるため、県域段階での

関係機関や団体との連携強化や事業実施に向けた取組について、財源の確

保などの支援・協力を要望します。 

 

(ｳ) 福祉の支援を必要とする被疑者・被告人及び矯正施設退所者等への支援体

制整備 

① 福祉の支援を必要とする被疑者・被告人及び矯正施設退所者に対して必

要な支援に当たることができるよう、人員体制の強化について、十分な予

算確保を要望します。また、行政機関や関係団体の本事業への理解や連携・



協働、地域社会への啓発など様々な活動に対して、支援・協力を要望しま

す。 

 

エ 福祉人材の確保、定着 

(ｱ) 人材確保に向けた更なる事業の充実 

① 山口県福祉人材センター（無料職業紹介事業所）が行う福祉人材の斡旋

事業による人材確保を促進するために、就労相談支援機能の充実強化や福

祉人材センターの認知度向上の取組に必要な財源確保について、特段の配

慮を要望します。また、山口労働局や公共職業安定所、県の労働政策担当課

等との情報交換会を定期的に開催する仕組みを事業化するなど、連携強化

について国への働きかけ等を要望します。 

② 「保育士・保育所支援センター」設置・運営に伴う支援体制の充実と財源

確保の支援を要望します。 

③ 福祉の仕事魅力発信事業の更なる充実強化が図れるよう、ＰＲ媒体の作

成やＰＲイベントの開催などについて、各関係機関、団体が共同して実施

できるよう予算確保を要望します。また、各圏域で、上記のような取組を進

めるために、福祉人材センター職員の更なる増員を要望します。 

④ 介護福祉士修学資金が更なる介護人材の確保につながるよう、制度を安

定的に運営していくための財源確保を要望します。 

 

(ｲ) 職員の専門性向上 

① 福祉研修センターにおいて、福祉人材育成の拠点として、社会情勢や受

講者のニーズに対応した専門的・体系的な研修が実施できるよう運営に必

要な職員の人件費について支援・協力を要望します。 

② 福祉サービス第三者評価事業の受審拡大に向け、本事業の推進組織である県とし

て、各種別団体や各施設への事業周知について特段の配慮をいただくととも

に、保育所と同様に高齢者施設及び障害者（児）施設等への受審費用の加算

や補助について国への働きかけや県独自での支援を要望します。また、評価

の充実を図るために、山口県内での評価調査者養成研修の実施を要望します。 


